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準要保護者認定基準

次の各号のいずれかに該当する者で、前年度又は前々年度の所得等を勘案し、教育委員会が決定する者。
（1）生活保護法に基づく保護の停止・廃止の措置を受け、その後も生活状態の悪い者
（2）地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）に基づく次の措置を受けた者
　　ア　法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の免除
　　イ　法第295条第１項の規定に基づく町民税の非課税
　　ウ　法第323条の規定に基づく町民税の免除
　　エ　法第367条の規定に基づく固定資産税の免除
（3）国民年金法（昭和34年法律第141号）第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免を受けた者
（4）国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者
（5）児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
（6）保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
（7）保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
（8）保護者が死亡、災害、その他の理由により就学援助を支給する必要があると認められる者

